
（別添３） 

 

訪看－1 

訪問看護療養費関係 

 

【包括型訪問看護療養費】 

問１ 包括型訪問看護療養費における訪問看護の実施時間について、訪問看護

の開始時刻と終了時刻が午後６時をまたぐ場合には、日中と夜間帯のどち

らの訪問看護の回数に計上するか。 

（答）原則として、訪問看護の実施が夜間帯を含む場合は、夜間帯の訪問看護の

回数に計上するが、当該訪問看護の実施時間の多くが日中の時間帯である

場合に、夜間帯ではなく日中の回数に計上することは差し支えない。なお、

訪問看護の回数は、日中と夜間帯のどちらか一方のみに計上することに留

意すること。 

 

問２ 包括型訪問看護療養費を算定するにあたっては、訪問看護計画を立案す

る際に、日ごとの訪問時刻まで定めておく必要があるか。 

（答）訪問看護計画の立案又は見直しの際に、１日当たりの訪問看護時間及び内

容を定めておく必要がある。一方で、訪問時刻については必ずしも定めてお

く必要はないが、前もって訪問看護の実施が予定されている場合には、訪問

看護計画の立案又は見直しの際に訪問時刻を予定しておくことが望ましい。 

 

問３ 包括型訪問看護療養費において、立案した訪問看護計画よりも多い又は

少ない訪問看護時間となった場合に算定する区分如何。 

（答）実際に訪問看護を提供した時間に応じた区分により算定する。 

 


